
質問事項 内容

1
共通仕様書p4
「3 機器の搬入・設置(4)」

「不要な配線及び梱包物等」の配線とは何のことを指してい
ますでしょうか。

特段の想定はありませんが、搬入・設置の際に出た不要物は
撤去願います。

2
共通仕様書p4５
「5 ハードウェア保守について」

『無償保証期限以後、調達市町村より修理依頼があれば修理
対応を行うこと』について、無償保証期限以降は端末は有償
修理となるため、修理手配を行うことでよろしいでしょう
か。

ご認識のとおりです。
無償保証期間経過後については有償での対応とし、修理手配
等の対応をお願いいたします。

3 提案書ガイドライン③
審査項目に直接該当しないコンセプトページやまとめページ
を挟んでも良いでしょうか。

ガイドラインに従った上で、⑥補足資料として費用ページ以
後であれば問題ありません。なお、規定のページ数で収めて
いただくようお願いいたします。

4 提案書ガイドライン⑥

〇保守業務仕様書に関して
「補足資料や見積書は企画提案書の費用ページ以後に全て綴
じ込むこと。」について、補足資料と見積書については企画
提案書に該当しないため、60ページに含まないでよろしいで
しょうか。

補足資料及び見積書については、60ページとは別におおよそ
20ページ以内で作成をお願いいたします。

5 共通
リース期間満了後は、ハードメーカーが提供する廃棄サービ
スを提案予定ですが、リース返却の場合、そのサービスが利
用できません。無償譲渡でよろしいでしょうか。

各市町村によって、対応は異なりますが、リース返却の場合
でも、適切に機器廃棄、返却等実施できるようお願いいたし
ます。

入　札　質　疑　回　答　書

件名　　令和７年度学習者用コンピュータ（Chrome）の調達

ＮＯ
質問内容

回答
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質問事項 内容

入　札　質　疑　回　答　書

件名　　令和７年度学習者用コンピュータ（Chrome）の調達

ＮＯ
質問内容

回答

6
共通仕様書p2
「1.概要　（2）調達方法」

事前カタログチェックとは「企画提案書」「見積書」及び補
足資料について不備がないか確認するという認識でよろしい
でしょうか。「企画提案書」「見積書」の他に提案製品につ
いての製品カタログの提出が別途必要でしょうか。

ご認識のとおりです。
製品カタログは補足資料としてご提出をお願いいたします。

7 プロポーザル参加表明書
記載する共同事業体構成員が2社以上の場合、記入枠を追加
してもよろしいでしょうか。

構いません。

8 提案書ガイドライン

「企画提案書は電子媒体（ PowerPoint 等） 60枚以内、紙
媒体で印刷した際両面30 枚以内になるよう作成するこ
と。」とありますが、補足資料や見積書も企画提案書の60枚
以内、両面印刷時30枚以内のページ内に収める必要がありま
すでしょうか。

補足資料及び見積書については、60ページとは別におおよそ
20ページ以内で作成をお願いいたします。

9
公募要領
「参加資格(2)過去３カ年の履行
実績」

システム導入等の契約に含まれるPC端末の履行実績でもよろ
しいでしょうか。また、PC端末の履行実績について台数の指
定がありますでしょうか。

履行実績が売買、斡旋販売又は賃貸借契約等であれば構いま
せん。
台数について、指定はありませんが、台数がわかるものの提
出をお願いいたします。

10 共通
プレゼンテーションのメンバーについて、人数や参加者の条
件はございますでしょうか。

公募要領p3「参加資格確認通知」にてお伝えいたします。
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質問事項 内容

入　札　質　疑　回　答　書

件名　　令和７年度学習者用コンピュータ（Chrome）の調達

ＮＯ
質問内容

回答

11 共通
リースについて、動産総合保険に関する記載がありません。
GIGAの契約は動産保険を付保しない場合が多いため、本件は
動産総合保険の付保不要でよいでしょうか。

動産総合保険の有無については、提案各社の提案事項になり
ます。

12 共通

リース形態は各市町村様と受託者、受託者が指定するリース
会社の三者間による賃貸借契約でよいでしょうか。補助金の
申請や交付及びリース終了後の端末廃棄について、適正に行
うことが出来ます。

契約締結は各市町村がそれぞれに定める規則等に基づき各市
町村と個別に契約を締結することになります。三者契約は想
定される契約方法のひとつと考えますが、実際の契約に際し
ては、各市町村と協議のうえ契約締結をお願いいたします。

13 共通
提案時のリース料率を百分率で回答する場合、小数点以下第
何位まで提示する必要がありますでしょうか。

小数点以下第二位でお願いいたします。

14 共通

各市町村様と受託者による月額リース料の算出方法に齟齬が
出ないように、月額リース料を算出する計算式（1台当たり
の単価を算出するか、総額のみでよいか{月額リース料を数
量で割り切れなくても許容可能か}小数点以下の端数が発生
した場合の考え方など）をお示しください。

総額のみで構いません。
（例）※小数点以下切り捨て
月額リース額＝
（{機器代金等総額×リース料率×60ヶ月×1.1}－補助額）
÷60ヶ月

15 共通
御見積書に月額リース料の記載は必要でしょうか。記載する
場合、リース対象は補助対象も含めた全額でしょうか。また
は、補助額2/3を除いた自治体負担1/3が対象でしょうか。

月額リース料の記載は必要です。
なお、リース対象は、問14のとおりです。
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質問事項 内容

入　札　質　疑　回　答　書

件名　　令和７年度学習者用コンピュータ（Chrome）の調達

ＮＯ
質問内容

回答

16 共通

OS最新バージョンにアップグレードとのことですが、現地で
の作業時間が10時～16時のため現地でアップデートをかける
と校内ネットワークを圧迫し、授業に影響を及ぼす可能性が
あります。OSバージョンは自社キッティング時の最新バー
ジョンでよいでしょうか。

構いません。

17 共通 見積書に、押印が必要でしょうか。
提案時については、不要です。契約時の見積書については、
各市町村の規定にしたがって対応してください。

18 共通
クラウドストレージのデータ完全消去とはGoogleWorkspace
上のユーザーデータ削除でよいでしょうか。

クラウドストレージとは、本事業で調達したクラウド上の保
存領域のことを指します。本事業の終了に伴いサービス提供
が終了する場合は、各市町村と協議のうえ、データ消去また
はその支援を行っていただくことになります。

19 共通
端末のデータ消去はChromeOS標準のリセット機能で良いで
しょうか。（内部暗号化キーもクリアされ、復元は不可能と
なります。）

文部科学省が教育情報セキュリティポリシーに関するガイド
ラインで示している「一般的に入手可能な復元ツールの利用
によっても復元が困難な状態に消去」することが必要です。
また、実際の消去作業に際しては各市町村教育情報セキュリ
ティポリシーや実施手順等の規定に沿った対応となるため、
各市町村と協議の上、決定してください。
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ＮＯ
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20 共通

Google GIGA Licenseを導入するドメインについて、今後の
教職員向けのライセンスご調達計画なども踏まえて、各市町
村及び県教育委員会様として、事前にGoogle社に問題のない
ことをご確認頂いているドメインをご利用いただくという認
識でよろしいでしょうか。事前に確認されていない場合、ス
ムーズに導入いただけないケースも想定され、納期や納品自
体に影響が出る可能性がございます。その場合には納品期日
延長など協議させていただくことは可能でしょうか。

Google for Educationを想定しています。
納期について、各市町村と協議の上、仕様書に示す納期内に
納品ください。また、市町村側の責により納品が遅れる場合
においては、市町村と協議の上、納品日を決定してくださ
い。

21 共通

端末に張り付けるシールについて、通常のテプラではすぐに
剥がれてしまうおそれがあります。そのため、剥がれにくい
シールを使用した方がよろしいでしょうか。また、本体への
シール貼り付けは一か所で良いでしょうか。

市町村ごとの運用や判断に基づき協議の上で決定してくださ
い。

22
公募要領
「６　選定方法」

審査項目に応じた配点表の開示は可能でしょうか。もしく
は、参加者確定後に配布される予定はありますでしょうか。

点数はお示しできませんが、審査基準の評価の視点を考慮し
てご提案下さい。

23 共通

参加資格について、本事業へ参加するにあたり単独事業者ま
たは共同事業体のすべてまたは代表者が、対象となる自治体
すべての入札参加資格を保有する必要はありますでしょう
か。

本プロポーザルにおいて入札参加資格は不要です。公募要領
p2プロポーザル参加表明書及び添付書類により判断いたしま
す。

24
共通仕様書p2
「2 調達機器の規格等」(2)②調
達機器の規格

「CPU」項目でご指定の「Intel Celeron Processor N4500」
同等品として下記を認めて頂けますでしょうか。（別紙比較
表を添付）
・提案同等品： MediaTek Kompanio 520

同等品として認めます。
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ＮＯ
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25
共通仕様書p4
「3 機器の搬入・設置」(2)の
キッティング作業

「⑥MDMを通じ、指定するネットワーク設定．．．を施すこ
と」とあります。ご指定のネットワーク設定について、各市
町村様のWi-Fi認証方式をご提示いただけますでしょうか。
（WPA2-PSK、EAP-TLS、EAP-PEAP等）

Wi-Fi認証方式の情報については、重要情報であるため、各
市町村と守秘義務にかかる誓約書等を交わした上で公開いた
します。
情報提供をご希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡
ください。

26
共通仕様書p4
「4 リース契約(3)」

「端末回収時は、端末本体及びクラウドストレージ内のデー
タは完全消去し、復元不可能な状態にすること。」のうち、
クラウドストレージ内のデータについては、端末に紐づくも
のではなくご利用のユーザーに関連するものとなります。そ
のため、クラウドストレージ内のデータ消去については、ご
指定ユーザーの削除による個人ドライブの完全削除、及びご
指定の共有ドライブ内データを完全に削除するという解釈で
よろしいでしょうか。
その際、証明書についてGoogleworkspaceの監査ログを提出
するということで認めていただけますでしょうか。

文部科学省が教育情報セキュリティポリシーに関するガイド
ラインで示している「一般的に入手可能な復元ツールの利用
によっても復元が困難な状態に消去」することが必要です。
また、実際の消去作業に際しては各市町村教育情報セキュリ
ティポリシーや実施手順等の規定に沿った対応となるため、
各市町村と協議の上、決定してください。

27
共通仕様書p4
「4 リース契約(3)」

端末本体のデータ消去について、遠隔からMDMでデプロビ
ジョニング（MDM登録解除及び端末初期化）命令を発行する
手法を認めて頂けますでしょうか。
※証明書として、Googleworkspaceの監査ログを提出します

文部科学省が教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインで
示している「一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても復
元が困難な状態に消去」することが必要です。また、実際の消去作
業に際しては各市町村教育情報セキュリティポリシーや実施手順
等の規定に沿った対応となるため、各市町村と協議の上、決定して
ください。

28
共通仕様書p4
「4 リース契約(3)」

端末本体のデータ消去について、完全消去の手法としてOS標
準のPowerwash機能を認めていただけますでしょうか。ま
た、その際の証明書は任意の様式で作成しても問題ありませ
んでしょうか。

認めます。
証明書の様式については各市町村教育情報セキュリティポリ
シーや実施手順等の規定に沿った記載が必要ですので、各市
町村と協議の上、決定してください。
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29
公募要領「６．選定方法」(2)[審
査基準]

各審査項目の配点をご提示いただけますでしょうか。
点数はお示しできませんが、審査基準の評価の視点を考慮し
てご提案下さい。
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